
 

企業立地促進条例 

 

宇治市では、市内で工場の新設（借りる場合も含む）や、規模の拡張

を計画されている企業を支援するために、「宇治市企業立地促進条例」を

施行しています。 

指定要件に該当すれば、助成金の交付が受けられます。  

 

□事業場等設置助成金（投下固定資産額等の１／１０を助成） 

□操業支援助成金（操業支援として３年にわたり助成） 

□雇用創出助成金（新たに雇用した市内在住従業員数に３０万円を

乗じて得た額を助成） 

 

令和 4年度より助成対象指定要件の拡充を行っております。 

指定要件・助成内容について詳しくは、裏面をご覧ください。 

 

また、規模や内容により、京都府制度の適用があります。 

工場の新設や規模の拡張をご検討されている企業の方は、 

是非お問い合わせ下さい。 

   宇治市 産業観光部 産業振興課 

℡０７７４－３９－９６２１ 

 

 

 

 

 

工場の新設や規模の拡張をご検討されている企業の皆様へ 



宇治市企業立地促進条例の概要 

目     的 企業の立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図る 

対 象 企 業 市内に転入する企業や市内で事業場等を移転、新・増設する企業 

対 象 地 域 主に工業地域及び準工業地域 

施 行 期 限 令和９年（２０２７年）３月３１日 

適 用 期 間 指定を受けた日の属する年度から４年度間に操業開始する企業に適用 

指定・交付手続 
指定申請（着工等の９０日前） → 審査会へ諮問 → 助成対象指定  

→ 年度毎に助成金交付申請 → 交付決定 →交付請求 

 

＜助成対象指定要件＞ 【拡充】小規模 

○情報関連産業及び自然科学研究所 

の本店及び事業場 

○先端産業に属する製造業の本店 

環境保全措置 （同左） 

新設又は増加した用地等の面

積５００㎡以上又は投下固定

資産額５，０００万円以上 

取得又は貸借をした建物の 

延床面積が 300㎡以上 

地元新規雇用 １人以上 （同左） 

○先端産業に属する製造業の事業場 

○先端産業以外の製造業及びその他 

の産業で市長が特に認めるものの 

本店及び事業場 

環境保全措置 （同左） 

新設又は増加した用地等の面

積５００㎡以上 

取得又は賃借をした建物の 

延床面積が 300㎡以上 

投下固定資産額 1億円以上 

又は 地元新規雇用１人以上 
（同左） 

 

＜助成金額等＞ 

○事業場等設置助成金（※１） 

投下固定資産額等の１／１０ 

○情報関連産業 

○自然科学研究所 

○先端産業に属する製造業 

上限３，０００万円 

（小規模は上限５００万円） 

上記以外 
上限１，０００万円 

（小規模は上限５００万円） 

○操業支援助成金 

当該事業場等に係る初年度の固 

定資産税相当額（土地に係る部分 

を除く）に右の率を乗じた額 

１年目 上限７５／１００ 

２年目 上限５０／１００ 

３年目 上限２５／１００ 

交付合計額 
上限５，０００万円 

（小規模は上限２，５００万円） 

○雇用創出助成金（※１） 

新規に雇用した市内在住従業員

（※２）×３０万円 

交付合計額 
上限３，０００万円 

（小規模は上限１，５００万円） 

（※１）京都府制度の適用を受けた場合は、市助成金の対象外 

（※２）操業開始日の属する年度の翌年度から４年度間に、新たに１年間以上継続して雇用した者 


